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※総合評価は、「施策の内容」の総合評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

A A A A A

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

総合評価 A A

※「施策の内容」の総合評価…A=80点以上、B=60点以上80点未満、C=40点以上60点未満、D=20点以上40点未満、E=20点未満
※今後の方向性…①=効果的な事業構成であるため、方向性を維持、②=概ね効果的な事業構成であるが、一部見直し等の余地がある、③=あまり効果的な事業構
　 成ではないため、見直しの余地が大きい、④=事業構成に問題があるため、抜本的な見直し等が必要

３　「施策」の総合評価

「施策の内容」の
総合評価を
根拠とした

「施策」の総合評価

区分 選択区分 総評（施策の進捗状況や効果等を端的に記載）

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

　経営の安定化等に係る支援を行い、農業所得等の向上に寄与しました。また、農道
や用排水路等の改修、土地改良区等が発注施工する農業用施設補修等工事に対す
る補助を計画どおり進め、営農活動の振興に努めるとともに、獣害対策に係る防護柵
の設置に対する補助等やジャンボタニシの防除に必要な薬剤の購入に対する補助を
行い、農作物の被害額の減少につなげました。そのほか、農地・農業用水等の資源の
保全管理や施設の長寿命化を図り、農地の多面的機能を確保することへの支援、農産
物のPR等消費拡大に係る取組に対する支援など、概ね計画どおりに実施し、農業の
振興に向けた取組が進みました。

計画期間における達成状況
年度 平成30年度

安定的な用水供給及び農家の水管理の省力化を図るため、用水
路のパイプライン化による自動給水やほ場整備事業による大区画
化を推進し、農業経営の規模拡大や農地の集積・集約化を促進し
ます。

A ① 農業基盤整
備課

農道や農業用排水路等については、良好な営農基盤を確保するた
め、定期的なパトロール等、維持・管理の実施と計画的な改修等に
よる長寿命化を推進します。 A ① 農業基盤整

備課

地域に寄り添いながら、地域と共に対策を講じることにより、すべて
の地域から被害が減ったと実感していただけるよう獣害対策の３本
柱（個体数の調整、防護柵設置の推進、地域ぐるみでの取組）の取
組を推進します。

A ① 農林水産政
策課

農村地域に限らず、市民の安全・安心を確保するため、老朽化した
農業用ため池や湛水防除の排水機場等の計画的な更新、耐震
化、長寿命化対策を推進します。 A ① 農業基盤整

備課

市内産農畜産物のＰＲイベントの開催や情報発信を進めることによ
り、消費拡大から生産振興につながるシステムを構築するととも
に、新規就農者や多様な担い手の確保・育成による安定した農業
経営基盤の強化に向けた取組への支援を行います。

A ② 農林水産政
策課

農地集積・集約化等による農地利用の最適化を進めるとともに、農
業・農村の多面的機能の発揮による国土保全・資源かん養への取
組を推進します。 A ① 農林水産政

策課

２　「施策の内容」の総合評価と今後の方向性
番
号

施策の内容
「施策の内容」の総合評価 今後の方向性

担当課
選択区分 選択区分

担当部局 農林水産部

施策の内容（番号） 138 ～ 143

施策の評価シート(令和６年度分)

１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計

画

目標 魅力と活力を生み出すまちづくり

基本政策 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 管理コード 061645

施策 農業の振興 本冊ページ 101

関連個別計画
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138

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ △

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)7,793 現状維持

　認定農業者に対して金融
機関を通じて利子の補給を
行うことができたため、「◎」
とした。今後も金融機関と
連携しながら事業を継続し
ていく。

138-3

認定農業
者経営改
善支援事

業

認定農業者が
スーパーＬ資金等
を利用した際の
金利負担軽減を
目的とした利子助
成

金融機関から融資を受けた認定
農業者が、利子の補給を受ける
ことで、農業経営基盤を確立・近
代化させる

認定農業者が支払う
利子の一部を補填す
る

認定農業者等
金融機関に対し利子
補給を行い認定農業
者の確保

農林水産
政策課

金融機関から融資を受ける際の
利子を補給

　農産物を活用した商品開
発については４件取組があ
り、耕作放棄地の解消につ
いては、１件の取組があっ
た。今後も本事業を農業者
に活用してもらうため、事業
の周知を図っていく。

認定農業者等
４件の商品取組と１件
の耕作放棄地の解消

農林水産
政策課

新たな収入の確保と耕作放棄地
の発生抑制

1,288 現状維持

津市産農林水産物の知名度向
上による生産振興

1,865 現状維持

138-2

地域農業
基盤創生

事業
新規農業ビジネ
スチャレンジ支援
や、要活用農地
の復元に対する
補助

新たな農林水産業ビジネスの創
出、要活用農地の復元を図る

農産物を活用した商
品開発と耕作放棄地
の解消

138-1

農林水産
物利用促
進事業

市内産農林水産
物のＰＲ及び生産
者と消費者の交
流等による市内
外での消費拡大
を図り生産振興
につなぐ取組等
に係る会費の負
担

津市産農林水産物の消費拡大
及び情報発信

津産津消の推進と津
市産農産物のPR

　津産津消の推進及び津
市産農産物のPRについ
て、市内外のイベントへ参
加し、津市産農産物の魅力
について積極的にPRでき
た。引き続き、HPやSNSを
活用した周知を行い、さら
なる消費拡大を目指す。ま
た農林水産まつりについて
は、作年度参加者14,000人
比べ、悪天候の影響により
10,000人減少した。

津市内の農林水産業者
農林水産まつりへの
来場者数

農林水産
政策課

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 農林水産部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

市内産農畜産物のＰＲイベントの開催や情報発信を進めることにより、消費拡大か
ら生産振興につながるシステムを構築するとともに、新規就農者や多様な担い手
の確保・育成による安定した農業経営基盤の強化に向けた取組への支援を行いま
す。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 農業の振興 本冊ページ 101

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和６年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 魅力と活力を生み出すまちづくり

基本政策 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 管理コード 061645138
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ×

誰 ◇ ×

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)10,207 拡充・充実

　基本支援額9,601千円に
加えて、燃油等価格高騰支
援策として606千円を支援
して経営の安定を図った。
　施設の老朽化に伴う施設
整備支援の検討や物価高
騰に対する追加支援も行っ
ていくことから、拡充・充実
とした。

138-9

畜産振興
事業

中南勢地区のと
畜解体処理施設
である松阪食肉
公社に対する負
担

松阪食肉公社の施設の維持・管
理

安定的な施設運営を
支援することで畜産
物の普及促進に寄与
する

松阪牛、養豚及び肥育農家
（株）三重県松阪食肉
公社の安定的な経営
継続

農林水産
政策課

経営安定と枝肉の安定供給

　小学校１校による農業体
験や農業用施設の見学を
通じて、農畜産物の消費拡
大及び都市と農村の交流
の促進を図ることができ
た。引き続き、農畜産物の
消費拡大及び都市と農村
の交流の推進を図ってい
く。

取組を行う団体 小学校１校の参加

農林水産
政策課

生産者と消費者との交流による
地産地消、農業振興

79 現状維持

9,144 現状維持

　経営所得安定対策によ
り、主食用米への偏重では
なく、麦、大豆、加工用米、
飼料用米、米粉用米など需
要のある作物の生産を促
進し、農業所得の向上に一
定寄与しているものの、農
業経営の安定にはより一
層の拡充・充実が求められ
る。

138-8

農村交流
等支援事

業

地域の農畜産物
を積極的に活用
し地産地消の推
進及び都市と農
村の交流を促進
し農業への理解
を積極的に推進
する取組に対す
る補助

農畜産物の消費拡大及び都市と
農村の交流の促進を図る

農畜産物の消費拡大
及び都市と農村の交
流の促進を図る

138-7

経営所得
安定対策
推進事業 農業経営の安定

化を図るための
交付金等

担い手農家や販売農家が、交付
金を活用し、農業経営の安定を
図る

担い手農家や販売農
家が、交付金を活用
し、農業経営の安定

担い手農家等

経営所得安定対策交
付金の交付により農
業者の離農を抑制す
る

農林水産
政策課

所得の安定と食料の需給安定

　認定新規就農者８名に資
金を交付することにより、経
営基盤の確立を支援し、今
後の集落及び地域の中心
となる経営体等の育成に寄
与することができた。今後も
経営体等へのさらなる支援
及び確保を図る。

津市の農業の担い手を目指す認
定新規就農者

認定新規就農者８名
へ交付

農林水産
政策課

経営開始直後の生活の安定 13,687 拡充・充実

0 見直し

　三重県農業大学校の入
学者からの申請がなかった
ため「×」とした。本補助金
の利用希望者が少ないた
め、今後は市内の高校や
農業大学校に事業の案内
を行っていくと共に、事業見
直しも検討する。

138-6

農業人材
力強化総
合支援事

業

経営の不安定な
就農初期段階の
青年就労者に対
する給付金の給
付及び地域の中
心となる経営体
への農地集積に
協力する農地の
出し手に対する
補助等

経営開始初期の認定新規就農
者への資金を交付する

認定新規就農者への
交付金の交付

138-5

農業後継
者研修補
助事業

本市の農業の担
い手を目指して就
農する者に対し、
農業技術や知識
を習得するため
の研修授業料に
対する補助

認定農業者等の後継者の育成
及び確保

認定農業者の後継者
への補助

津市の農業の担い手を目指す農
業後継者

三重県農業大学校へ
１名入学

農林水産
政策課

農業大学校等にて農業の技術・
知識を学ぶために必要な経費を
補助

　事業者が研修生を受け入
れるために必要な経費に
対する支援を行うことで、第
1次産業従事者の確保・育
成に資することができた。
　今後は営農継続支援事
業の経営基盤強化支援事
業（人材雇用）への事業シ
フトを検討する。

研修を受け入れる農林事業者 研修生１名の補助

農林水産
政策課

研修生に対し円滑に研修を行う 240 見直し

138-4

農林業就
業促進対
策事業

第一次産業の担
い手・従事者を確
保するための研
修経費に対する
補助

将来の津市の農林業の担い手
の確保及び円滑な就業

研修生の補助を行う
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ×

誰 ◇ ×

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ○

何 (千円)1,902 現状維持

　耕作条件不利農地を借り
受ける農業者を支援するこ
とで4haの貸借契約が成立
した。耕作放棄地の未然防
止のため、引き続き支援を
行っていく。

138-15

耕作条件
不利農地
借受促進

事業

担い手等の耕作
条件不利農地の
借受に対する補
助

耕作条件不利農地の借受促進
耕作条件不利農地の
借受に対する奨励金
の交付

担い手農家
耕作条件不利農地不
利農地の借受面積

農林水産
政策課

耕作放棄地の発生未然防止

　予算の範囲内で市内の
集落営農組織10者に対し
共同利用機械購入に対す
る補助を行うことができた。
組織が効率的な営農をし、
営農を継続できるよう、今
後も支援を継続していく。

地域の農業集落（集落営農組
織）

集落営農組織組織に
対する機械導入の補
助

農林水産
政策課

集落営農の組織化と効率的な営
農

16,499 現状維持

0 現状維持

　協議会による事業の実施
が行われなかったため
「×」とした。
　今後協議会から事業の要
望があった際は、三重県と
連携しながら、事業を実施
する。

138-14

集落営農
促進対策

事業
集落営農組織の
立ち上げ及び共
同利用機械購入
に対する補助

地域の農業集落が、補助金を活
用し、組織づくりや農業機械を導
入する

共同利用機械購入に
対する補助

138-13

畜産・酪農
収益力強
化総合対
策事業

畜産業の収益力及び
生産基盤を強化し、養
豚農家と担い手農家
による耕畜連携を推
進するため、津地域
養豚クラスター協議会
による豚舎及び直売
所の施設整備に対す
る補助

畜産クラスター協議会による畜
舎の施設整備等を行う

国の要綱等に基づい
た交付金の交付

畜産農家と耕種農家等
国の要綱等に基づく
交付金の交付

農林水産
政策課

効率的な営農と生産基盤の強化

　認定農業者等の担い手
に奨励金を交付すること
で、67.8haの農地集積が図
られた。農地集積により、
担い手の経営の安定化及
び耕作放棄地の発生防止
を寄与することができた。
　引き続き、担い手の規模
拡大と耕作放棄地の発生
防止のため農地の集積を
進める。

担い手農家
集積による耕作でき
る農地の維持確保

農林水産
政策課

農地集積による規模拡大と耕作
放棄地の発生抑制

7,347 現状維持

14,727 現状維持

　国の補助事業を活用し、
１経営体の農業用機械・施
設の導入等を支援し、経営
面積の拡大等に繋げること
ができた。
　引き続き、国の補助採択
に向け、担い手や関係機関
との連携を図っていく。

138-12

農用地流
動化促進

事業 新規に利用権を
設定した農地の
借り手に対する
補助

新規に利用権を設定した農地を
借り受けた担い手農家が、奨励
金を活用し、当該農地で営農す
る

集積することで耕作
放棄地発生防止を図
る

138-11

経営体育
成支援事

業

新規就農者や意
欲ある多様な経
営体が経営規模
の拡大や経営の
多角化を図って
いくために必要な
農業用機械の整
備等に対する補
助

認定農業者等が、国補助金の採
択を受け、農業機械や農業施設
を導入する

国の要綱等に基づき
事業者への交付金の
交付

認定農業者等
農産物の収量向上と
品質向上の取組を継
続

農林水産
政策課

効率的な営農と規模拡大

　市内の肥育農家２件に対
し、仔牛10頭分の購入補助
を行ったため「◎」とした。
兵庫県産仔牛の導入に関
しては、通常よりもコストが
かかるため、引き続き支援
を行っていく。

肥育農家
特産松阪牛の安定的
な生産を継続

農林水産
政策課

特産松阪牛の生産振興 770 現状維持

138-10

特産松阪
牛生産支
援事業 特産松阪牛肥育

農家に対する補
助

肥育農家が、補助金を活用し、
特産松阪牛の生産振興を図る

特産松阪牛の生産振
興を図るため仔牛の
購入補助
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ○

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ○

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

　地域農業再生協議会を通
じて、水田を活用し、米以
外の作物等を生産する351
人の農業者に交付金を交
付した。主食用米への偏重
ではなく、麦、大豆、加工用
米、飼料用米、米粉用米な
ど需要のある作物の生産
を促進し、農業所得の向上
に寄与している。今後も引
き続き事業を推進していく。

地域農業再生協議会 水田の有効活用

農林水産
政策課

食料自給力の向上 90,000 現状維持

6,059 拡充・充実

　目指すべき将来の農地利
用の姿を明確にする地域
計画について、96地区の策
定を終えた。今後、残りの４
地区の策定を行うとともに、
策定済の地域計画につい
ては、目指すべき地域農業
に向けブラッシュアップを行
う。

138-20

 水田活用
自給力向
上事業（市
単独事業）

麦、大豆、地域振
興作物等の生産
拡大及び水田の
有効活用により
食料自給力の向
上を図るための
交付金等

麦、大豆、地域振興作物等の生
産拡大及び水田の有効活用

麦、大豆、地域振興
作物等を作付する農
業者に交付金を交付

138-19

地域計画
策定推進

事業

地域の将来の農
業のあり方、将来
の農地の効率的
かつ総合的な利
用に関する目標
等を定めた地域
計画の策定

目標年度における農地の耕作者
の見える化

地域計画の策定

担い手農家、農地の地権者
地域計画の策定及び
見直し

農林水産
政策課

地域の将来の農業のあり方、将
来の農地の効率的かつ総合的な
利用に関する計画の策定

　小規模機械を購入する者
を支援することで、新たに６
人が農業を始め、延べ
0.38haの畑地が耕作され
た。新規就農促進、耕作放
棄地の発生未然防止のた
め、引き続き支援を行うとと
もに、対象となる小規模機
械の拡充を行う。

新たに畑地で農業を始める個人
農業者

小規模機械購入者数
及び畑地耕作面積

農林水産
政策課

新規就農の促進及び畑地の耕
作放棄地の発生未然防止

648 拡充・充実

2,218 現状維持

　法人化及び雇用を行う農
業者を支援することで、１者
の法人化、新規の雇用就
農者９名を確保することが
できた。担い手の経営体制
の維持・強化・安定のた
め、引き続き支援を行って
いく。

138-18

小規模機
械導入支
援事業

新たに畑地で農
業を始めるため
に必要となる小
規模機械の購入
費に対する補助

農業者のすそ野拡大、畑地の借
受促進

小規模機械購入に対
する補助金の交付

138-17

経営基盤
強化支援

事業

担い手等の経営
体制の維持・強
化・安定を図るた
め、法人化及び
新規人材雇用に
対する補助

担い手の法人化及び雇用促進
担い手の法人化及び
雇用に対する補助金
の交付

担い手農家、被雇用者
法人化件数及び雇用
者数

農林水産
政策課

担い手の経営体制の維持・強
化・安定化の促進

　農地区画大規模化に取り
組む農業者を支援すること
で4,846mの畦畔除去と
15.4haの不陸整正を行うこ
とができた。農作業の効率
化を推進するため、引き続
き支援を行っていく。

担い手農家
畦畔除去延長及び整
地面積

農林水産
政策課

農作業の効率化 3,498 現状維持

138-16

農地区画
大規模化
支援事業

農地の区画拡
大・整地を図るた
めの畦畔除去及
び不陸整正の経
費に対する補助

農地の区画拡大
農地の区画拡大に対
する補助金の交付

138-21
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ① ② ②

A A総合評価 A A A A B

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

②

138-25

138-23

138-22

138-24
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06

16

45

139

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ○

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ○

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)36,778 現状維持

　前年度に引き続き、市内
全28組織に対し交付を行う
ことができたため、「◎」とし
た。当該事業は耕作条件
が不利な中山間地域の営
農活動の継続の一助となっ
ている。今後も中山間地域
の農地を維持するために
事業を継続していく。

139-3

中山間地
域等直接
支払事業

中山間地域等に
おける耕作放棄
地の発生を防止
し、多面的機能を
確保する観点か
ら国の制度の基
づく事業の交付
金

中山間地域等の農業者の、農業
生産条件の不利を是正する

国の要綱等に基づき
交付

中山間地域等の農業者 市内28組織に交付

農林水産
政策課

農業生産条件の不利を是正し、
営農活動しやすくなる

　昨年度と同じ５組織に対
し交付を行い、前年度取組
面積（4,617a）に対し15％減
（3,903a）となったため、
「○」とした。有機農業や減
農薬の取組は慣行栽培に
比べコストや作業時間がか
かるため、今後も支援の拡
充・充実を図っていく。

農業者 取組面積の増加

農林水産
政策課

環境保全に効果の高い営農活動
をしやすくなる

2,494 拡充・充実

適切に維持・発揮される 184,637 現状維持

139-2

環境保全
型農業直
接支払対
策事業

農業者等が科学
肥料・化学合成
農薬を原則５割
以上低減する取
組とセットで行う
地球温暖化防止
等に効果の高い
営農活動への支
援

農業者が、交付金を活用し、環
境保全に効果の高い営農活動を
行う

国の要綱等に基づき
交付

139-1

多面的機
能支払交
付金事業

農地・農業用水
等の資源の保全
管理や施設の長
寿命化を図り、農
地の多面的機能
を確保することへ
の支援

農道・水路・ため池等の適正管
理

国の要綱等に基づき
交付

　　前年度より６組織減少し
たが、市内112組織に対し
交付を行うことができたた
め、「○」とした。農業・農村
の有する多面的機能の維
持・発揮の推進により、農
地においては耕作放棄地
の発生が防止されるととも
に、農業用施設において
は、基礎的な保全活動や
補修等により施設の機能
維持を図ることができた。
　引き続き、農村地域がも
つ多面的機能の増進を図
るため、支援を継続する。

農業・農村の有する多面的機能 取組組織数の増加

農林水産
政策課

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 農林水産部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

農地集積・集約化等による農地利用の最適化を進めるとともに、農業・農村の多面
的機能の発揮による国土保全・資源かん養への取組を推進します。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 農業の振興 本冊ページ 101

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和６年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 魅力と活力を生み出すまちづくり

基本政策 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 管理コード 061645139
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ① ① ①

A A総合評価 A A A A A

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

①

139-7

139-6

139-5

139-4
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06

16

45

140

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

140-3

　ジャンボタニシの防除に
必要な薬剤購入に支援を
行うことで、水稲の食害被
害軽減を図ることができた
（申請者153名、薬剤散布
面積163ha）。今後も、防除
を促進するため引き続き支
援を行う。

水田農家
薬剤散布による被害
軽減

農林水産
政策課

ジャンボタニシの防除 1,608 現状維持

獣害による農作物被害の減及び
無

47,732 現状維持

140-2

ジャンボタ
ニシ被害
防除事業

水田農家等を対
象にジャンボタニ
シの防除に必要
な薬剤の購入に
対する補助

ジャンボタニシによる被害軽減
薬剤購入に対する補
助金の交付

140-1

獣害対策
事業

有害鳥獣の個体
数調整の報償
費、防護柵の設
置に対する補助
等

猟友会での獣の捕獲及び農業従
事者に防護柵設置の補助を行う
ことによる農作物被害防止

柵設置希望者全員へ
の補助

　個体数調整及び防護柵
の設置により獣による農作
物の被害額は減少し効果
はみられたが、農作物被害
がなくなったわけではない
ことから、今後も補助事業
により防護柵の延長を拡大
し、獣による農地への侵入
を防ぎ、農業者の営農の充
実を図る。
【令和６年度までに整備し
た防護柵の延長：L＝
732,530ｍ】
○令和６年度に補助事業
により設置した主な防護柵
・電気柵及び金網柵等（ニ
ホンジカ、イノシシ）：
L=10,488m
・多獣種柵（ニホンザル）：
L=16,142m

農業従事者

防護柵設置による農
作物被害の減少
○主な防護柵
・電気柵及び金網柵
等（ニホンジカ、イノシ
シ）
・多獣種柵（ニホンザ
ル）

農林水産
政策課

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 農林水産部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

地域に寄り添いながら、地域と共に対策を講じることにより、すべての地域から被
害が減ったと実感していただけるよう獣害対策の３本柱（個体数の調整、防護柵設
置の推進、地域ぐるみでの取組）の取組を推進します。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 農業の振興 本冊ページ 101

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和６年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 魅力と活力を生み出すまちづくり

基本政策 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 管理コード 061645140

403



施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ① ① ①

A A総合評価 A A A A A

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

①

140-4

140-5

140-6

140-7
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06

16

45

141

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　他の施設についても、計
画的に整備を実施してい
く。

市内の農業者 事業の進捗率

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする 16,290 現状維持

47,541 現状維持

　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　今後も事業実施主体であ
る三重県と調整を図り、より
効果的な事業となるよう検
討を進めていく。

141-4

土地改良
施設維持
管理適正
化事業

農業用施設の定
期的な整備補修
を適期、的確に行
うための制度に
係る工事費

農業用施設の整備補修 市内１箇所

141-3

基幹農業
水利施設
ストックマ
ネジメント

事業

基幹的な農業用
施設の有効活用
を図り、効率的な
機能保全対策を
推進するため、機
能診断、保全計
画及び対策工事
を一貫して実施
する県事業に係
る負担

基幹的な農業用施設の補修等 市内2箇所

市内の農業者
事業の進捗率　※県
営事業

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする

　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　未調査の池については、
計画的に耐震性調査を実
施していく。

市内の農業者、下流の住民 事業の進捗率

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする、下流地
域の安全性を保つ

101,397 現状維持

営農活動をしやすくする 4,312 完了

141-2

耐震対策
ため池改
修事業

一定基準に基づ
き、堤体の安全
性の確認が必要
なため池の耐震
性調査、事業計
画策定、及び改
修事業に係る負
担等

耐震対策として農業用ため池を
改修

耐震性等調査23箇所

141-1

農業用河
川工作物
応急対策
等整備事

業

老朽化した頭首
工による下流域
への災害被害を
未然に防止する
ため必要となる改
修事業に係る負
担

頭首工等を改修 市内１箇所 　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　事業実施主体である三重
県と調整を図り、令和６年
度に事業が完了したことか
ら、今後の方向性を「完了」
とした。

市内の農業者
事業の進捗率　※県
営事業

農業基盤
整備課

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 農林水産部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

農村地域に限らず、市民の安全・安心を確保するため、老朽化した農業用ため池
や湛水防除の排水機場等の計画的な更新、耐震化、長寿命化対策を推進します。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 農業の振興 本冊ページ 101

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和６年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 魅力と活力を生み出すまちづくり

基本政策 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 管理コード 061645141
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ① ① ①

A A総合評価 A A A A A

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

①

141-8

141-7

　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　今後も事業実施主体であ
る三重県と調整を図り、より
効果的な事業となるよう検
討を進めていく。

市内の農業者
事業の進捗率　※県
営事業

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする 6,796 現状維持

23,120 現状維持

　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　今後も事業実施主体であ
る三重県と調整を図り、より
効果的な事業となるよう検
討を進めていく。

141-6

湛水防除
事業 農業用排水機場

の大規模な整備
補修に係る負担
等

農業用排水機場の整備補修 市内１箇所

141-5

県営ため
池等整備

事業 農業用ため池の
大規模な整備補
修に係る負担等

農業用ため池の整備補修 市内４箇所

市内の農業者
事業の進捗率　※県
営事業

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする
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06

16

45

142

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

7,198 現状維持

　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　今後も効果的な事業とな
るよう検証を進めていく。

142-4

142-3

農地整備
事業

ほ場の大区画化
等を実施すること
により作業効率、
生産性の向上を
図るためのほ場
整備事業に係る
委託等

農業者の作業効率や生産性が
向上

市内２箇所

市内の農業者
事業の進捗率　※県
営事業

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする

　当初の計画どおり償還金
の負担及び維持管理に係
る費用の一部負担を実施し
たことから「◎」とした。
　中勢用水事業は公共的
な事業であることから、今
後も引き続き支援を行って
いく。

市内の農業者
事業会計、償還金の
実績額等

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする 49,856 現状維持

営農活動をしやすくする 10,688 現状維持

142-2

中勢用水
事業 中勢用水に対す

る償還負担及び
日常の維持管理
に係る負担

中勢用水に対する負担
中勢用水の管理維持
に係る費用の一部を
負担

142-1

高度水利
機能確保
基盤整備

事業

担い手育成に伴
う基盤整備事業
（パイプライン化
等）に係る負担

パイプライン等を整備 市内１箇所 　当初の計画どおり事業を
進捗できたことから「◎」と
した。
　今後も地元要望等を考慮
しつつ、費用対効果等も踏
まえ、効果的な事業となる
よう検証を進めていく。

市内の農業者
事業の進捗率　※県
営事業

農業基盤
整備課

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 農林水産部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

安定的な用水供給及び農家の水管理の省力化を図るため、用水路のパイプライン
化による自動給水やほ場整備事業による大区画化を推進し、農業経営の規模拡
大や農地の集積・集約化を促進します。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 農業の振興 本冊ページ 101

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和６年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 魅力と活力を生み出すまちづくり

基本政策 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 管理コード 061645142
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ① ① ①

A A総合評価 A A A A A

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

①

142-8

142-7

142-6

142-5

408



06

16

45

143

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

143-4

143-3

　地元自治会等の要望に
対し適切に支援を実施した
ことから「◎」とした。
　今後も地元要望等を踏ま
え、効果的な事業となるよ
う検証を進めていく。

市内の農業者
実施箇所数、事業実
績

農業基盤
整備課

営農活動をしやすくする 53,930 現状維持

営農活動をしやすくする 50,521 現状維持

143-2

市単土地
改良事業
（補助金）

土地改良区等が
発注施工する農
業用施設補修等
工事に対する補
助

地元自治会等が発注する農業用
施設の補修等に対して補助を実
施

市内106箇所

143-1

市単土地
改良事業
（工事費） 農道、用排水路

等の改修工事

農道、農業用用排水路等の改修 市内８箇所 　年度当初に予定していた
全ての箇所の工事を実施・
完了したことから「◎」とし
た。
　今後も地元要望等を踏ま
え、効果的な事業となるよ
う検証を進めていく。

市内の農業者
実施箇所数、事業実
績

農業基盤
整備課

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 農林水産部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

農道や農業用排水路等については、良好な営農基盤を確保するため、定期的なパ
トロール等、維持・管理の実施と計画的な改修等による長寿命化を推進します。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 農業の振興 本冊ページ 101

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和６年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 魅力と活力を生み出すまちづくり

基本政策 食の安定と暮らしを支える農林水産業の振興 管理コード 061645143
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施策の内容評価シート(令和６年度分)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ① ① ①

A A総合評価 A A A A A

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

①

143-8

143-7

143-6

143-5
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